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        公布された規則のあらまし         

 

◇鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施

行規則の一部を改正する規則  

１ 規則の改正理由 

(１) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、乳児又は幼児（以下「乳幼児」とい

う。）に対して行われた健康診査の内容が児童福祉施設の健康診断の全部又は一部に相当すると認められ、

かつ、児童福祉施設の長等がその結果を把握するときは、当該健康診断の全部又は一部を行わないことがで

きることとされるとともに、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支

援施設（以下「乳児院等」という。）に置かなければならないこととされる職員の任用要件が見直されるこ

と等に伴い、所要の改正を行う。 

(２) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び児童福祉法に基づく

指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正され、乳幼児に対して行われた健康

診査の内容が指定児童発達支援事業者及び指定障害児入所施設（以下「指定児童発達支援事業者等」とい

う。）の健康診断の全部又は一部に相当すると認められ、かつ、指定児童発達支援事業者等がその結果を把

握するときは、当該健康診断の全部又は一部を行わないことができることとされることに伴い、所要の改正

を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則の一部改正 

ア 乳幼児に対して行われた健康診査の内容が乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養

護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設（以下「保育所等」という。）の

健康診断の全部又は一部に相当すると認められ、かつ、保育所等の長等がその結果を把握するときは、当

該健康診断の全部又は一部を行わないことができるものとする。 

 イ 乳児院等の長、母子支援員、児童指導員、児童自立支援専門員及び児童生活支援員の任用要件に、新た

にこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を加えるとともに、児童自立支援専門員及び児童生活

支援員の任用要件に、新たに精神保健福祉士の資格を有する者を加える。 

 ウ その他所要の規定の整備を行う。 

(２) 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の一部改正 

 乳幼児に対して行われた健康診査の内容が指定児童発達支援事業者等の健康診断の全部又は一部に相当す

ると認められ、かつ、指定児童発達支援事業者等がその結果を把握するときは、当該健康診断の全部又は一

部を行わないことができるものとする。 

(３) 施行期日は、令和８年３月１日とする(１)イに関する事項及び(１)ウに関する事項の一部を除き、公布

の日とする。 
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規 則

鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施

行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年２月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第７号 

鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則及び鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条

例施行規則の一部を改正する規則 

 

（鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第26号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

別表第２（第４条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～10 略 

11 乳幼児に対し、入所時の健康診

断、１年に２回以上の定期健康診断

及び臨時の健康診断を、学校保健安

全法に規定する児童生徒等の健康診

断に準じて行うこと。ただし、次の

表の左欄に掲げる健康診断又は健康

診査（母子保健法（昭和40年法律第

141号）第12条又は第13条に規定する

健康診査をいう。以下同じ。）（以

下「健康診断等」という。）の結果

を把握した場合であって、当該健康

診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げ

る健康診断の全部又は一部に相当す

ると認められるときは、同欄に掲げ

る健康診断の全部又は一部を行わな

いことができる。 

児童相談所等に

おける児童の入

所前の健康診断

入所した乳幼児

に対する入所時

の健康診断 

乳幼児に対する

健康診査 

入所した乳幼児

に対する入所時

の健康診断、定

期健康診断又は

臨時の健康診断

別表第２（第４条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～10 略 

11 乳幼児に対し、入所時の健康診

断、１年に２回以上の定期健康診断

及び臨時の健康診断を、学校保健安

全法に規定する児童生徒等の健康診

断に準じて行うこと。ただし、児童

相談所等において行われた健康診断

の結果を把握した場合であって、当

該健康診断が乳幼児に対する入所時

の健康診断の全部又は一部に相当す

ると認められるときは、当該健康診

断の全部又は一部を行わないことが

できる。 
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12～17 略 

 略 

12～17 略 

 略 

別表第３（第５条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～８ 略 

９ 利用者に対し、入所時の健康診

断、１年に２回以上の定期健康診断

及び臨時の健康診断を、学校保健安

全法に規定する児童生徒等の健康診

断に準じて行うこと。ただし、次の

表の左欄に掲げる健康診断等の結果

を把握した場合であって、当該健康

診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げ

る健康診断の全部又は一部に相当す

ると認められるときは、同欄に掲げ

る健康診断の全部又は一部を行わな

いことができる。 

 略 

児童が通学する

学校における健

康診断 

定期健康診断又

は臨時の健康診

断 

乳幼児に対する

健康診査 

入所した乳幼児

に対する入所時

の健康診断、定

期健康診断又は

臨時の健康診断

10～14 略 

 略 

別表第３（第５条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～８ 略 

９ 利用者に対し、入所時の健康診

断、１年に２回以上の定期健康診断

及び臨時の健康診断を、学校保健安

全法に規定する児童生徒等の健康診

断に準じて行うこと。ただし、次の

表の左欄に掲げる健康診断の結果を

把握した場合であって、当該健康診

断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健

康診断の全部又は一部に相当すると

認められるときは、同欄に掲げる健

康診断の全部又は一部を行わないこ

とができる。 

 略 

児童が通学する

学校における健

康診断 

定期健康診断又

は臨時の健康診

断 

10～14 略 

 略 

別表第４（第６条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～９ 略 

10 児童に対し、入所時の健康診断、

１年に２回以上の定期健康診断及び

臨時の健康診断を、学校保健安全法

に規定する児童生徒等の健康診断に

準じて行うこと。ただし、次の表の

左欄に掲げる健康診断等の結果を把

握した場合であって、当該健康診断

等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健

康診断の全部又は一部に相当すると

別表第４（第６条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～９ 略 

10 児童に対し、入所時の健康診断、

１年に２回以上の定期健康診断及び

臨時の健康診断を、学校保健安全法

に規定する児童生徒等の健康診断に

準じて行うこと。ただし、他の保育

所等における転入前の健康診断の結

果を把握した場合であって、当該健

康診断が児童に対する入所時の健康

診断の全部又は一部に相当すると認
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認められるときは、同欄に掲げる健

康診断の全部又は一部を行わないこ

とができる。 

児童相談所等に

おける児童の入

所前の健康診断

入所した児童に

対する入所時の

健康診断 

乳幼児に対する

健康診査 

入所した乳幼児

に対する入所時

の健康診断、定

期健康診断又は

臨時の健康診断

11～15 略 

 略 

められるときは、全部又は一部を行

わないことができる。 

11～15 略 

 略 

別表第６（第８条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～13 略 

14 児童に対し、入所時の健康診断、

１年に２回以上の定期健康診断及び

臨時の健康診断を、学校保健安全法

に規定する児童生徒等の健康診断に

準じて行うこと。ただし、次の表の

左欄に掲げる健康診断等の結果を把

握した場合であって、当該健康診断

等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健

康診断の全部又は一部に相当すると

認められるときは、同欄に掲げる健

康診断の全部又は一部を行わないこ

とができる。 

 略 

児童が通学する

学校における健

康診断 

定期健康診断又

は臨時の健康診

断 

乳幼児に対する

健康診査 

入所した乳幼児

に対する入所時

の健康診断、定

期健康診断又は

臨時の健康診断

15～20 略 

 略 

別表第６（第８条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～13 略 

14 児童に対し、入所時の健康診断、

１年に２回以上の定期健康診断及び

臨時の健康診断を、学校保健安全法

に規定する児童生徒等の健康診断に

準じて行うこと。ただし、次の表の

左欄に掲げる健康診断の結果を把握

した場合であって、当該健康診断が

それぞれ同表の右欄に掲げる健康診

断の全部又は一部に相当すると認め

られるときは、同欄に掲げる健康診

断の全部又は一部を行わないことが

できる。 

 略 

児童が通学する

学校における健

康診断 

定期健康診断又

は臨時の健康診

断 

15～20 略 

 略 

別表第７（第９条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設 

別表第７（第９条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設 
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項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～12 略 

13 入所者に対し、入所時の健康診断

及び必要の都度の健康診断を、学校

保健安全法に規定する児童生徒等の

健康診断に準じて、又は入所者の障

がいの特性等に配慮して行うこと。

ただし、次の表の左欄に掲げる健康

診断等の結果を把握した場合であっ

て、当該健康診断等がそれぞれ同表

の右欄に掲げる健康診断の全部又は

一部に相当すると認められるとき

は、同欄に掲げる健康診断の全部又

は一部を行わないことができる。 

 略 

入所者が通学す

る学校における

健康診断 

必要の都度の健

康診断 

乳幼児に対する

健康診査 

入所した乳幼児

に対する入所時

の健康診断又は

必要の都度の健

康診断 

14～21 略 

 略 

区分 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～12 略 

13 入所者に対し、入所時の健康診断

及び必要の都度の健康診断を、学校

保健安全法に規定する児童生徒等の

健康診断に準じて、又は入所者の障

がいの特性等に配慮して行うこと。

ただし、次の表の左欄に掲げる健康

診断の結果を把握した場合であっ

て、当該健康診断がそれぞれ同表の

右欄に掲げる健康診断の全部又は一

部に相当すると認められるときは、

同欄に掲げる健康診断の全部又は一

部を行わないことができる。 

 略 

入所者が通学す

る学校における

健康診断 

必要の都度の健

康診断 

14～21 略 

 略 

２ 医療型障害児入所施設 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～12 略 

13 入所者に対し、入所時の健康診断

及び必要の都度の健康診断を、学校

保健安全法に規定する児童生徒等の

健康診断に準じて、又は入所者の障

がいの特性等に配慮して行うこと。

ただし、次の表の左欄に掲げる健康

診断等の結果を把握した場合であっ

て、当該健康診断等がそれぞれ同表

の右欄に掲げる健康診断の全部又は

一部に相当すると認められるとき

は、同欄に掲げる健康診断の全部又

は一部を行わないことができる。 

 略 

入所者が通学す 必要の都度の健

 ２ 医療型障害児入所施設 

区分 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～12 略 

13 入所者に対し、入所時の健康診断

及び必要の都度の健康診断を、学校

保健安全法に規定する児童生徒等の

健康診断に準じて、又は入所者の障

がいの特性等に配慮して行うこと。

ただし、次の表の左欄に掲げる健康

診断の結果を把握した場合であっ

て、当該健康診断がそれぞれ同表の

右欄に掲げる健康診断の全部又は一

部に相当すると認められるときは、

同欄に掲げる健康診断の全部又は一

部を行わないことができる。 

 略 

入所者が通学す 必要の都度の健
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る学校における

健康診断 

康診断 

乳幼児に対する

健康診査 

入所した乳幼児

に対する入所時

の健康診断又は

必要の都度の健

康診断 

14～20 略 

 略 

る学校における

健康診断 

 

康診断 

14～20 略 

 略 

別表第８（第10条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～９ 略 

10 利用者に対し、通所開始時の健康

診断及び必要の都度の健康診断を、

学校保健安全法に規定する児童生徒

等の健康診断に準じて、又は、利用

者の障がいの特性等に配慮して行う

こと。ただし、次の表の左欄に掲げ

る健康診断等の結果を把握した場合

であって、当該健康診断等がそれぞ

れ同表の右欄に掲げる健康診断の全

部又は一部に相当すると認められる

ときは、同欄に掲げる健康診断の全

部又は一部を行わないことができ

る。 

 略 

利用者が通学す

る学校における

健康診断 

必要の都度の健

康診断 

乳幼児に対する

健康診査 

通所開始した乳

幼児に対する通

所開始時の健康

診断又は必要の

都度の健康診断

11～15 略 

 略 

別表第８（第10条関係） 

区分 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～９ 略 

10 利用者に対し、通所開始時の健康

診断及び必要の都度の健康診断を、

学校保健安全法に規定する児童生徒

等の健康診断に準じて、又は、利用

者の障がいの特性等に配慮して行う

こと。ただし、次の表の左欄に掲げ

る健康診断の結果を把握した場合で

あって、当該健康診断がそれぞれ同

表の右欄に掲げる健康診断の全部又

は一部に相当すると認められるとき

は、同欄に掲げる健康診断の全部又

は一部を行わないことができる。 

 

 略 

利用者が通学す

る学校における

健康診断 

必要の都度の健

康診断 

11～15 略 

 略 

別表第９（第11条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

１～10 略 

11 児童に対し、入所時の健康診断、

別表第９（第11条関係） 

項目 基準 

 略 

サービ

スの提

１～10 略 

11 児童に対し、入所時の健康診断、
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供 １年に２回以上の定期健康診断及び

臨時の健康診断を、学校保健安全法

に規定する児童生徒等の健康診断に

準じて行うこと。ただし、次の表の

左欄に掲げる健康診断等の結果を把

握した場合であって、当該健康診断

等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健

康診断の全部又は一部に相当すると

認められるときは、同欄に掲げる健

康診断の全部又は一部を行わないこ

とができる。 

 略 

児童が通学する

学校における健

康診断 

定期健康診断又

は臨時の健康診

断 

乳幼児に対する

健康診査 

入所した乳幼児

に対する入所時

の健康診断、定

期健康診断又は

臨時の健康診断

12～17 略 

 略 

供 １年に２回以上の定期健康診断及び

臨時の健康診断を、学校保健安全法

に規定する児童生徒等の健康診断に

準じて行うこと。ただし、次の表の

左欄に掲げる健康診断の結果を把握

した場合であって、当該健康診断が

それぞれ同表の右欄に掲げる健康診

断の全部又は一部に相当すると認め

られるときは、同欄に掲げる健康診

断の全部又は一部を行わないことが

できる。 

 略 

児童が通学する

学校における健

康診断 

定期健康診断又

は臨時の健康診

断 

12～17 略 

 略 

別表第10（第12条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～３ 略 

４ 施設の長は、次のいずれかに該当

し、かつ、こども家庭庁組織規則

（令和５年内閣府令第38号）第16条

に規定する人材育成センター（以下

「人材育成センター」という。）が

行う施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修又はこれに相

当する研修を受けた者であって、人

格が高潔で識見が高く、施設を適切

に運営する能力を有するものである

こと。 

(１)・(２) 略 

(３) ５年以上（人材育成センター

が行う児童自立支援専門員として

必要な知識及び技能を習得させる

ための講習の課程を修了した者に

あっては、３年以上）児童自立支

援専門員の職にあった者又は児童

自立支援事業に従事した者 

別表第10（第12条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～３ 略 

４ 施設の長は、次のいずれかに該当

し、かつ、国立武蔵野学院附属児童

自立支援専門員養成所（以下「養成

所」という。）が行う施設の運営に

関し必要な知識を習得させるための

研修又はこれに相当する研修を受け

た者であって、人格が高潔で識見が

高く、施設を適切に運営する能力を

有するものであること。 

 

 

(１)・(２) 略 

(３) ５年以上（養成所を卒業した

者にあっては、３年以上）児童自

立支援専門員の職にあった者又は

児童自立支援事業に従事した者 
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(４) 略 

５ 略 

６ 児童自立支援専門員は、次のいず

れかに該当する者をもって充てるこ

と。 

(１)・(２) 略 

(３) 人材育成センター又は知事の

指定する児童自立支援専門員を養

成する施設を卒業した者（学校教

育法の規定による専門職大学の前

期課程を修了した者を含む。） 

(４)～(６) 略 

７～10 略 

 略 

(４) 略 

５ 略 

６ 児童自立支援専門員は、次のいず

れかに該当する者をもって充てるこ

と。 

(１)・(２) 略 

(３) 養成所又は知事の指定する児

童自立支援専門員を養成する施設

を卒業した者（学校教育法の規定

による専門職大学の前期課程を修

了した者を含む。） 

(４)～(６) 略 

７～10 略 

 略 

第２条 鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第２（第４条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～５ 略 

６ 施設の長は、知事が指定する者が

行う乳児院の運営に関し必要な知識

を習得させるための研修を受けた次

のいずれかに該当する者であって、

人格が高潔で見識が高く、施設を適

切に運営する能力を有するものを

もって充てること。 

(１)・(２) 略 

(２の２) 児童福祉法施行規則（昭

和23年厚生省令第11号。以下「省

令」という。）第５条の２の８に

規定するこども家庭ソーシャル

ワーカー（以下「こども家庭ソー

シャルワーカー」という。）の資

格を有する者 

(３)・(４) 略 

７・８ 略 

９ 家庭支援専門相談員は、乳児院に

おいて乳幼児の養育に５年以上従事

した者又は法第13条第３項各号のい

ずれかに該当する者をもって充てる

こと。 

 

別表第２（第４条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～５ 略 

６ 施設の長は、知事が指定する者が

行う乳児院の運営に関し必要な知識

を習得させるための研修を受けた次

のいずれかに該当する者であって、

人格が高潔で見識が高く、施設を適

切に運営する能力を有するものを

もって充てること。 

(１)・(２) 略 

 

 

 

 

 

 

 

(３)・(４) 略 

７・８ 略 

９ 家庭支援専門相談員は、社会福祉

士若しくは精神保健福祉士の資格を

有する者、乳児院において乳幼児の

養育に５年以上従事した者又は法第

13条第３項各号のいずれかに該当す

る者をもって充てること。 
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10 略 

 略 

10 略 

 略 

別表第３（第５条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～４ 略 

５ 施設の長は、知事が指定する者が

行う施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた次の

いずれかに該当する者であって、人

格が高潔で見識が高く、施設を適切

に運営する能力を有するものをもっ

て充てること。 

(１)・(２) 略 

(２の２) こども家庭ソーシャル

ワーカーの資格を有する者 

(３)・(４) 略 

６ 略 

７ 母子支援員は、次のいずれかに該

当する者をもって充てること。 

(１)～(４) 略 

(４の２) こども家庭ソーシャル

ワーカーの資格を有する者 

(５) 略 

８・９ 略 

 略 

別表第３（第５条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～４ 略 

５ 施設の長は、知事が指定する者が

行う施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた次の

いずれかに該当する者であって、人

格が高潔で見識が高く、施設を適切

に運営する能力を有するものをもっ

て充てること。 

(１)・(２) 略 

 

 

(３)・(４) 略 

６ 略 

７ 母子支援員は、次のいずれかに該

当する者をもって充てること。 

(１)～(４) 略 

 

 

(５) 略 

８・９ 略 

 略 

別表第６（第８条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～５ 略 

６ 施設の長は、知事が指定する者が

行う施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた次の

いずれかに該当する者であって、人

格が高潔で見識が高く、施設を適切

に運営する能力を有するものをもっ

て充てること。 

(１)・(２) 略 

(２の２) こども家庭ソーシャル

ワーカーの資格を有する者 

(３)・(４) 略 

７ 略 

８ 児童指導員は、次のいずれかに該

当する者をもって充てること。 

(１)～(３) 略 

別表第６（第８条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～５ 略 

６ 施設の長は、知事が指定する者が

行う施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた次の

いずれかに該当する者であって、人

格が高潔で見識が高く、施設を適切

に運営する能力を有するものをもっ

て充てること。 

(１)・(２) 略 

 

 

(３)・(４) 略 

７ 略 

８ 児童指導員は、次のいずれかに該

当する者をもって充てること。 

(１)～(３) 略 
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(３の２) こども家庭ソーシャル

ワーカーの資格を有する者 

(４)～(７) 略 

９ 家庭支援専門相談員は、児童養護

施設において児童の指導に５年以上

従事した者又は法第13条第３項各号

のいずれかに該当する者をもって充

てること。 

 

10・11 略 

 略 

 

 

(４)～(７) 略 

９ 家庭支援専門相談員は、社会福祉

士若しくは精神保健福祉士の資格を

有する者、児童養護施設において児

童の指導に５年以上従事した者又は

法第13条第３項各号のいずれかに該

当する者をもって充てること。 

10・11 略 

 略 

別表第９（第11条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～３ 略 

４ 施設の長は、知事が指定する者が

行う施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた次の

いずれかに該当する者であって、人

格が高潔で見識が高く、施設を適切

に運営する能力を有するものをもっ

て充てること。 

(１)・(２) 略 

(２の２) こども家庭ソーシャル

ワーカーの資格を有する者 

(３)・(４) 略 

５～７ 略 

８ 家庭支援専門相談員は、児童心理

治療施設において児童の指導に５年

以上従事した者又は法第13条第３項

各号のいずれかに該当する者をもっ

て充てること。 

 

９ 略 

 略 

別表第９（第11条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～３ 略 

４ 施設の長は、知事が指定する者が

行う施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた次の

いずれかに該当する者であって、人

格が高潔で見識が高く、施設を適切

に運営する能力を有するものをもっ

て充てること。 

(１)・(２) 略 

 

 

(３)・(４) 略 

５～７ 略 

８ 家庭支援専門相談員は、社会福祉

士若しくは精神保健福祉士の資格を

有する者、児童心理治療施設におい

て児童の指導に５年以上従事した者

又は法第13条第３項各号のいずれか

に該当する者をもって充てること。 

９ 略 

 略 

別表第10（第12条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～３ 略 

４ 施設の長は、次のいずれかに該当

し、かつ、こども家庭庁組織規則

（令和５年内閣府令第38号）第16条

に規定する人材育成センター（以下

「人材育成センター」という。）が

行う施設の運営に関し必要な知識を

別表第10（第12条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１～３ 略 

４ 施設の長は、次のいずれかに該当

し、かつ、こども家庭庁組織規則

（令和５年内閣府令第38号）第16条

に規定する人材育成センター（以下

「人材育成センター」という。）が

行う施設の運営に関し必要な知識を
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習得させるための研修又はこれに相

当する研修を受けた者であって、人

格が高潔で識見が高く、施設を適切

に運営する能力を有するものである

こと。 

(１)・(２) 略 

(２の２) こども家庭ソーシャル

ワーカーの資格を有する者 

(３)・(４) 略 

５ 略 

６ 児童自立支援専門員は、次のいず

れかに該当する者をもって充てるこ

と。 

(１)・(２) 略 

(２の２) 精神保健福祉士の資格を

有する者 

(２の３) こども家庭ソーシャル

ワーカーの資格を有する者 

(３)～(６) 略 

７ 児童生活支援員は、次のいずれか

に該当する者をもって充てること。 

(１)・(２) 略 

(２の２) 精神保健福祉士の資格を

有する者 

(２の３) こども家庭ソーシャル

ワーカーの資格を有する者 

(３) 略 

８ 家庭支援専門相談員は、児童自立

支援施設において児童の指導に５年

以上従事した者又は法第13条第３項

各号のいずれかに該当する者をもっ

て充てること。 

 

９・10 略 

 略 

習得させるための研修又はこれに相

当する研修を受けた者であって、人

格が高潔で識見が高く、施設を適切

に運営する能力を有するものである

こと。 

(１)・(２) 略 

 

 

(３)・(４) 略 

５ 略 

６ 児童自立支援専門員は、次のいず

れかに該当する者をもって充てるこ

と。 

(１)・(２) 略 

 

 

 

 

(３)～(６) 略 

７ 児童生活支援員は、次のいずれか

に該当する者をもって充てること。 

(１)・(２) 略 

 

 

 

 

(３) 略 

８ 家庭支援専門相談員は、社会福祉

士若しくは精神保健福祉士の資格を

有する者、児童自立支援施設におい

て児童の指導に５年以上従事した者

又は法第13条第３項各号のいずれか

に該当する者をもって充てること。 

９・10 略 

 略 

別表第12（第14条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１ 里親制度等普及促進担当者は、次

のいずれかに該当する者をもって充

てること。 

(１) 略 

(２) 里親として５年以上の委託児

童（法第27条第１項第３号の規定

により里親に委託された児童をい

別表第12（第14条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１ 里親制度等普及促進担当者は、次

のいずれかに該当する者をもって充

てること。 

(１) 略 

(２) 里親として５年以上の委託児

童（法第27条第１項第３号の規定

により里親に委託された児童をい
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う。以下この項において同じ。）

の養育の経験を有する者又は小規

模住居型児童養育事業の養育者等

（省令第１条の10に規定する養育

者等をいう。以下この項において

同じ。）若しくは児童養護施設、

乳児院、児童心理治療施設若しく

は児童自立支援施設の職員とし

て、児童の養育に５年以上従事し

た者であって、里親制度その他の

児童の養育に必要な制度への理解

及びソーシャルワークの視点を有

するもの 

 

(３) 略 

２～５ 略 

 略 
 

う。以下この項において同じ。）

の養育の経験を有する者又は小規

模住居型児童養育事業の養育者等

（児童福祉法施行規則（昭和23年

厚生省令第11号）第１条の10に規

定する養育者等をいう。以下この

項において同じ。）若しくは児童

養護施設、乳児院、児童心理治療

施設若しくは児童自立支援施設の

職員として、児童の養育に５年以

上従事した者であって、里親制度

その他の児童の養育に必要な制度

への理解及びソーシャルワークの

視点を有するもの 

(３) 略 

２～５ 略 

 略 
 

  

（鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第28号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表第１（第３条関係） 

１ 児童発達支援 

区分 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～21 略 

22 児童発達支援センターは、常に利

用者の健康の状況に注意するととも

に、利用者に対し、通所開始時の健

康診断及び必要の都度の健康診断

を、学校保健安全法（昭和33年法律

第56号）に規定する児童生徒等の健

康診断に準じて、又は利用者の障が

いの特性等に配慮して行うこと。た

だし、次の表の左欄に掲げる健康診

断又は健康診査（母子保健法（昭和

40年法律第141号）第12条又は第13条

に規定する健康診査をいう。以下同

じ。）（以下「健康診断等」とい

う。）の結果を把握した場合であっ

て、当該健康診断等がそれぞれ同表

別表第１（第３条関係） 

１ 児童発達支援 

区分 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～21 略 

22 児童発達支援センターは、常に利

用者の健康の状況に注意するととも

に、利用者に対し、通所開始時の健

康診断及び必要の都度の健康診断

を、学校保健安全法（昭和33年法律

第56号）に規定する児童生徒等の健

康診断に準じて、又は利用者の障が

いの特性等に配慮して行うこと。た

だし、次の表の左欄に掲げる健康診

断の結果を把握した場合であって、

当該健康診断がそれぞれ同表の右欄

に掲げる健康診断の全部又は一部に

相当すると認められるときは、同欄

に掲げる健康診断の全部又は一部を

行わないことができる。 
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の右欄に掲げる健康診断の全部又は

一部に相当すると認められるとき

は、同欄に掲げる健康診断の全部又

は一部を行わないことができる。 

 略 

利用者が通学す

る学校における

健康診断 

必要の都度の健

康診断 

乳児又は幼児

（以下「乳幼

児」という。）

に対する健康診

査 

通所開始した乳

幼児に対する通

所開始時の健康

診断又は必要の

都度の健康診断

23～45 略 

 略 

２～４ 略 

 

 

 

 

 略 

利用者が通学す

る学校における

健康診断 

 

 

 

 

 

必要の都度の健

康診断 

23～45 略 

 略 

２～４ 略 

別表第10（第４条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設 

区分 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～24 略 

25 常に入所者の健康の状況に注意す

るとともに、入所者に対し、入所時

の健康診断及び必要の都度の健康診

断を、学校保健安全法に規定する児

童生徒等の健康診断に準じて、又は

入所者の障がいの特性等に配慮して

行うこと。ただし、次の表の左欄に

掲げる健康診断等の結果を把握した

場合であって、当該健康診断等がそ

れぞれ同表の右欄に掲げる健康診断

の全部又は一部に相当すると認めら

れるときは、同欄に掲げる健康診断

の全部又は一部を行わないことがで

きる。 

 略 

入所者が通学す

る学校における

健康診断 

必要の都度の健

康診断 

乳幼児に対する

健康診査 

入所した乳幼児

に対する入所時

の健康診断又は

必要の都度の健

別表第10（第４条関係） 

１ 福祉型障害児入所施設 

区分 基準 

 略 

サービ

スの提

供 

１～24 略 

25 常に入所者の健康の状況に注意す

るとともに、入所者に対し、入所時

の健康診断及び必要の都度の健康診

断を、学校保健安全法に規定する児

童生徒等の健康診断に準じて、又は

入所者の障がいの特性等に配慮して

行うこと。ただし、次の表の左欄に

掲げる健康診断の結果を把握した場

合であって、当該健康診断がそれぞ

れ同表の右欄に掲げる健康診断の全

部又は一部に相当すると認められる

ときは、同欄に掲げる健康診断の全

部又は一部を行わないことができ

る。 

 略 

入所者が通学

する学校にお

ける健康診断 

 

 

 

 

必要の都度の健

康診断 
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康診断 

26～50 略 

 略 

26～50 略 

 略 

２ 略 ２ 略 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年３月１日から施行する。 

 

 


